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 議第６９号

 

 

 香芝市いじめ防止対策委員会及び香芝市いじめに関する重大事態

　　　再調査委員会条例を制定することについて 

 

 

　香芝市いじめ防止対策委員会及び香芝市いじめに関する重大事態再調査委員

 会条例を次のとおり制定する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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　　　香芝市いじめ防止対策委員会及び香芝市いじめに関する重大事態再調査

 委員会条例

 目次

 　第１章　香芝市いじめ防止対策委員会（第１条―第６条）

 　第２章　香芝市いじめに関する重大事態再調査委員会（第７条―第１１条）

 　第３章　雑則（第１２条・第１３条）

 　附則

 　　　第１章　香芝市いじめ防止対策委員会

 　（設置）

第１条　いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。

）第２８条第１項に規定する重大事態（以下「重大事態」という。）に係る

事実関係等について調査し、及び審議するため、香芝市教育委員会（以下「

教育委員会」という。）の附属機関として、香芝市いじめ防止対策委員会（

 以下「対策委員会」という。）を置く。

 　（所掌事項）

第２条　対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、重大事態に係る事実関係及

 び再発防止のための対策について調査し、及び審議するものとする。

 　（組織）

 第３条　対策委員会は、５人以内の対策委員をもって組織する。

 　（対策委員）

第４条　対策委員は、法律、医療、教育、心理等に関し識見を有する者であっ

て、重大事態の関係者と特別の関係を有しないもののうちから教育委員会が

 委嘱する。

 　（任期）

第５条　対策委員の任期は、第２条の諮問に係る調査及び審議が終了したとき

 までとする。

 　（専門委員）

第６条　教育委員会は、対策委員を補助させ、又は専門的な見解を聴取するた

め必要があると認めるときは、対策委員会に専門委員若干名を置くことがで

 きる。

 ２　専門委員は、教育委員会が委嘱する。

３　専門委員の任期は、第１項の規定による補助及び見解の聴取が終了したと

 きまでとする。

 　　　第２章　香芝市いじめに関する重大事態再調査委員会

 　（設置）
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第７条　法第３０条第２項の規定に基づき、市長の附属機関として、香芝市い

じめに関する重大事態再調査委員会（以下「再調査委員会」という。）を置

 く。

 　（所掌事項）

第８条　再調査委員会は、市長の諮問に応じ、法第２８条第１項の規定による

調査の結果及び再発防止のための対策について調査し、及び審議するものと

 する。

 　（組織）

 第９条　再調査委員会は、５人以内の再調査委員をもって組織する。

 　（再調査委員）

第１０条　再調査委員は、法律、医療、教育、心理、福祉等に関し識見を有す

る者であって、重大事態の関係者と特別の関係を有しないもののうちから市

 長が委嘱する。

 　（任期）

第１１条　再調査委員の任期は、第８条の諮問に係る調査及び審議が終了した

 ときまでとする。

 　　　第３章　雑則

 　（守秘義務）

第１２条　対策委員、専門委員及び再調査委員は、職務上知り得た秘密を漏ら

 してはならない。その職を退いた後も同様とする。

 　（その他）

第１３条　この条例に定めるもののほか、対策委員会に関し必要な事項にあっ

ては教育委員会が、再調査委員会に関し必要な事項にあっては市長が別に定

 める。

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、公布の日から施行する。

　（香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

 一部改正）

２　香芝市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（

 昭和３２年条例第３７号）の一部を次のように改正する。

 　　別表中４６の項を４８の項とし、４５の項の次に次の２項を加える。

  46　香芝市いじめ防止対策委員会の  　会議　日額　１２，０００円
 対策委員及び専門委員  　陳述の聴取、書類作成等　３０

 分（３０分未満の端数が生じた
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 ときは、これを３０分とする。
）当たり　４，０００円

  47　香芝市いじめに関する重大事態  　会議　日額　１２，０００円
再調査委員会再調査委員  　陳述の聴取、書類作成等　３０

分（３０分未満の端数が生じた
ときは、これを３０分とする。
）当たり　４，０００円
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 議第７０号

 

 

香芝市特別用途地区建築条例を制定することについて 

 

 

　香芝市特別用途地区建築条例を次のとおり制定する。 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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 　　　香芝市特別用途地区建築条例

　（趣旨） 

第１条　この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」と

いう。）第４９条第１項の規定に基づき、特別用途地区の区域内における建

築物の建築の制限について必要な事項を定めるものとする。 

　（定義） 

第２条　この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令（昭和２

５年政令第３３８号。以下「令」という。）において使用する用語の例によ

る。 

　（適用区域） 

第３条　この条例の規定は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条

第１項第２号の特別用途地区（以下「適用区域」という。）に適用する。 

　（建築の制限） 

第４条　適用区域内においては、次に掲げる建築物は、建築してはならない。

ただし、市長が商業等の利便若しくは市街地環境を害するおそれがない又は

公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。 

　(1) 倉庫業を営む倉庫 

　(2) 工場（パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類する店舗に附属

する自家販売のための工場を除く。） 

　(3) 集会場（業として葬儀を行うものに限る。） 

　(4) 畜舎（１５平方メートル以下のものを除く。） 

　(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第６項各号で定める施設の用途を含む建築物 

２　市長は、前項ただし書の規定による許可をするときは、あらかじめ、香芝

市都市計画審議会条例（昭和４６年条例第２０号）第１条の香芝市都市計画

審議会に意見を聴かなければならない。 

　（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第５条　法第３条第２項の規定により前条第１項の規定の適用を受けない建築

物について、次に掲げる範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規

模の模様替えをする場合には、法第３条第３項第３号及び第４号の規定にか

かわらず、前条第１項の規定は、適用しない。 

　(1) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により前条第１項の規定

の適用を受けない建築物について、法第３条第２項の規定により引き続き

前条第１項の規定（同条の規定が改正された場合においては改正前の規定

を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。
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）における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延

べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第５２

条第１項又は第７項及び法第５３条の規定に適合すること。 

　(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の１．２倍を超

えないこと。 

　(3) 増築後の前条第１項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床

面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の１．２倍を超え

ないこと。 

　(4) 大規模の修繕又は大規模の模様替えは、用途の変更（令第１３７条の１

９第２項に規定する範囲内のものを除く。）を伴わないこと。 

　（委任） 

第６条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

　（罰則） 

第７条　次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

　(1) 第４条第１項の規定に違反した建築物の建築主 

　(2) 法第８７条第２項において準用する第４条第１項の規定に違反した建築

物の所有者、管理者又は占有者 

　（両罰規定） 

第８条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が

その法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 

　　　附　則 

　この条例は、規則で定める日から施行する。 
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議第７１号 

 

 

 香芝市附属機関設置条例の一部を改正することについて

 

 

 　香芝市附属機関設置条例の一部を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出　　　　　　　

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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 　　　香芝市附属機関設置条例の一部を改正する条例

　香芝市附属機関設置条例（平成２５年条例第５号）の一部を次のように改正

 する。

 　別表第１香芝市子ども・子育て会議の項の次に次のように加える。

 香芝市児童福祉 児童福祉法（昭 ８人以内 識見を有する者 ３年

審議会 和２２年法律第 関係行政機関の職

 １６４号）に基 員

づく事業の認可 その他市長が必要

及び届出並びに と認める者

被措置児童等虐

待についての調

査審議に関する

事項

 　別表第１に次のように加える。

 香芝市景観計画 景観計画につい １０人以内 識見を有する者 審査期間

 審議会 ての調査審議に 関係団体が推薦す

 関する事項 る者

関係行政機関の職

 員

その他市長が必要

と認める者

　別表第２香芝市いじめ・不登校等対応委員会の項中「いじめ・不登校等の」

を「いじめ、不登校等の」に、「対策」を「に関する対策」に改め、「事項」

の次に「（香芝市いじめ防止対策委員会及び香芝市いじめに関する重大事態再

調査委員会条例（令和　年条例第　号）第２条に規定する香芝市いじめ防止対

 策委員会が所掌する事項を除く。）」を加える。

 　　　附　則

 　この条例は、公布の日から施行する。
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 議第７２号

 

 

 香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

 　　　 条例等の一部を改正することについて

 

 

　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

 を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出　　　　　　　

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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　　　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等の

一部を改正する条例 

　（香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

 改正）

第１条　香芝市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（

 平成２６年条例第１３号）の一部を次のように改正する。

　　第４条第１項中「児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」を「香芝市

附属機関設置条例（平成２５年条例第５号）別表第１に規定する香芝市児童

福祉審議会」に改め、「聴き、」の次に「その監督に属する」を加え、同条

 第２項中「市」を「香芝市（以下「市」という。）」に改める。

　　第７条第２項中「の各号に掲げる要件の全てを」を「に掲げる要件を全て

 」に改める。

　　第１７条第１項中「の各号に掲げる要件を」を「に掲げる要件を全て」に、

「家庭的保育事業所等に搬入する」を「、家庭的保育事業所等に搬入する」

に改め、同項第４号中「食事の提供や」を「食事の提供」に改め、同条第２

項第３号中「食事の提供や」を「食事の提供」に、「乳幼児の食事」を「利

 用乳幼児の食事」に改める。

　　第１８条第１項中「定期健康診断」を「定期の健康診断」に改め、同条第

 ２項を次のように改める。

　２　家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げ

る健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１

２条又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以

下この項において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当

該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相

当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わ

ないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ

 同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における乳児又は幼児 利用乳幼児に対する利用開始時の
（以下「乳幼児」という。）の利用 健康診断
開始前の健康診断

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の
健康診断、定期の健康診断又は臨
時の健康診断

 　　第１８条第３項中「解除」を「解除し、」に改める。
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 　　第１９条中「の各号」を削る。

 　　第２２条第２項中「市から」を「市からの」に改める。

 　　第２３条中「の各号に掲げる要件を」を「に掲げる要件を全て」に改める。

 　　第２７条中「とり」を「取り」に改める。

　　第２９条第５号中「面積は、」を「面積にあっては」に改め、同条第７号

中「建物は、」を「建物にあっては」に改め、同号ロの表中「ただし、」を

削り、同号ハ中「又は」を「及び」に、「一」を「いずれか」に改め、同号

 ニ中「、当該床」を「当該床」に改める。

 　　第３８条中「の各号」を削る。

　　第４４条第６号中「面積は、」を「面積にあっては」に改め、同条第８号

中「建物は、」を「建物にあっては」に改め、同号ロの表中「ただし、」を

削り、同号ハ中「又は」を「及び」に、「一」を「いずれか」に改め、同号

 ニ中「、当該床」を「当該床」に改める。

　（香芝市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

 部改正）

第２条　香芝市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

 （令和７年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第１項中「児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」を「香芝市

附属機関設置条例（平成２５年条例第５号）別表第１に規定する香芝市児童

 福祉審議会」に改める。

 　　第８条第２項中「１つ」を「一つ」に改める。

第９条の見出し中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」

　に、「条件」を「要件」に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児

 　等通園支援事業所」に改める。

第１０条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等

 通園支援事業所」に改める。

第１３条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園支援

 事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。

第１６条第６号中「乳児及び幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「

 並びに」を「その他の」に改める。

第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」

 に改める。

第２０条第３項中「係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認において

 定める利用定員をいう。）」を加える。
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 第２６条後段を削る。

 第２７条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。

　（香芝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

 の一部改正）

第３条　香芝市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

 条例（平成２６年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

　　第４条第１項中「児童の保護者その他児童福祉に係る当事者」を「香芝市

附属機関設置条例（平成２５年条例第５号）別表第１に規定する香芝市児童

福祉審議会」に改め、「聴き、」の次に「その監督に属する」を加え、同条

 第２項中「市」を「香芝市（以下「市」という。）」に改める。

 　　第１５条中「の各号」を削る。

 　　第２０条中「とり」を「取り」に改める。

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 
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 議第７３号

 

 

 香芝市個人番号の利用に関する条例の一部を改正すること

 　　　　 について

 

 

 　香芝市個人番号の利用に関する条例の一部を次のとおり改正する。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　
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 　　　香芝市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

　香芝市個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第２６号）の一部を次

 のように改正する。

 　第３条第１項中「市の」を「香芝市（以下「市」という。）の」に改める。

　別表中９の項を１０の項とし、８の項を９の項とし、７の項の次に次のよう

 に加える。

 ８　市長 住登外者宛名番号管理機能（市の事務を処理する

ために利用する情報システムの機能であって、住

登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者

であって、市民とは別に管理しておく必要がある

ものをいう。以下同じ。）を特定する固有の番号

を付番し、管理するものをいう。以下同じ。）に

よる住登外者の情報の管理に関する事務であって

規則で定めるもの

 　別表に次のように加える。

 １１　教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

の管理に関する事務であって規則で定めるもの

 　　　附　則

 　この条例は、規則で定める日から施行する。
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議第７４号 

 

 

令和７年度香芝市一般会計補正予算（第７号）について 

 

 

　令和７年度香芝市一般会計補正予算（第７号）について、別紙のとおり議決

を求める。 

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　 
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 議第７５号

 

 

 指定管理者の指定について

 

 

　次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

 ７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　 

 

 

 

 

 １　管理を行わせる施設の所在地及び名称

 　　香芝市瓦口２１５９番地

 　　近鉄五位堂駅北自動車駐車場

２　指定管理者となる団体の所在地、名称及び代表者 

 　　東京都品川区西五反田二丁目２０番４号

 　　タイムズグループ

 　　代表者　タイムズ２４株式会社

 　　代表取締役　西川　光一

 ３　指定の期間

 　　令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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 議第７６号

 

 

 指定管理者の指定について

 

 

　次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

 ７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　 

 

 

 

 

１　管理を行わせる施設の所在地及び名称 

　　香芝市今泉１１２０番３ほか 

　　香芝市スポーツ公園プール 

２　指定管理者となる団体の所在地、名称及び代表者 

　　大阪府東大阪市下小阪二丁目９番１７号 

　　香芝ＨＯＳスポーツライフ共同体 

　　代表者　ＨＯＳ株式会社 

　　代表取締役　山澤　正之 

３　指定の期間 

　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第７７号 

 

 

香芝市道路線の認定について 

 

 

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、別紙のと

おり香芝市道路線を認定する。 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年１２月２日提出

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　香芝市長　三　橋　和　史　　　　　 

 

 

 

 


